
 

 

 

 

 

 

少子化・高齢化や情報化、国際化の進展、環境問題の深刻化、長引く経済の低迷とい

った社会環境の変化は、市民の価値観や生活様式にも影響を与えており、多様化・高度

化する市民要請に対して、市民や企業、行政などが長所をいかして連携することで、よ

り柔軟で適切な対応が期待できます。 

本市における協働は、従来の市民と行政という協働から、より進んだ形であらゆる主

体が様々な形で協働していくという考え方の下で「多様な主体が、地域課題や社会課題

に対し、それぞれの特性をいかし、対等な立場で互いを認め合い高め合いながら、共通

の目的に向かって取り組んでいくこ

と」と定めます。 

「これから」の協働における行政は、

市民活動団体や企業などと同じ一つ

の協働主体としての役割を担い、市民

は、市民活動団体や専門家などのより

細分化されたそれぞれの特性を持つ

主体の一つになります。これにより、

行政と市民だけの枠組みから抜け、市

民活動団体と専門家や企業と学校な

ど様々な主体同士での協働の形があ

ることを示すことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働の形態は、協働を担う主体やその主体が担う役割によって様々であり、その主な

ものとしては、「委託」「事業協力」「情報提供交換」「実行委員会方式」があります。 

また、市民と行政における協働は、上の協働の領域図のように表すことができます。 

 

 岩国市における協働の考え方 

 協働の形態 

平成 28 年 9 月  



 

 

岩国市協働のまちづくり促進計画における基本目的は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

また、この目的を達成するため、次の五つの目標を設定します。 

⑴ 市民一人ひとりは、地域社会の一員であることを自覚し、自主的に地域活動や市民

活動に参加していきます。 

⑵ 市は、協働に取り組みやすい体制（制度）づくりを行い、協働に関する情報発信を

積極的に行うことで、市民一人ひとりが協働のまちづくりに参加できる機会を増やす

ように努めます。 

⑶ 市は、様々な主体が長所をいかした協働のまちづくりを行い、社会問題や地域課題

を解決していけるように努めます。 

⑷ 市は、行政職員一人ひとりが協働の意識や理念を共有し、一丸となった協働のまち

づくりを進めていきます。 

⑸ 全ての主体は、対等な立場で協働のまちづくりを行えるよう努めます。 

 

 

 

本市における市民活動団体とは、次の六つの要件を備えるものとします。 

⑴ 市民が自己責任を持ち、自由な発想による自主的な活動であること。 

⑵ 継続性と組織性を備え、社会責任を果たすことを目的とした活動であること。 

⑶ 個人のためではなく、「みんなのため」を目的にしている活動であること。 

⑷ 営利を目的とせず、社会に貢献できる活動であること。 

⑸ 政治上の主義の推進や宗教の教義を広めることを目的とする活動ではないこと。 

⑹ 市民生活の秩序を乱し地域の安全を脅かすなど、反社会的な活動ではないこと。 

 

 

 

  協働のまちづくりに取り組むためにお互いが守るべきルールは、次のとおりです。 

  ⑴ 相互理解 

  ⑵ 目的と目標の共有 

  ⑶ 自主性と自立性の尊重 

  ⑷ 対等な立場 

  ⑸ 役割分担や責任の明確化 

  ⑹ 情報公開と共有 

  ⑺ 守秘義務 

  ⑻ 評価の必要性 

  ⑼ 透明性の確保 

 基本目的・目標 

市民一人ひとりが地域社会の一員であることを自覚し 

住み良い岩国市
ま ち

にしていくための協働のまちづくり 

 岩国市における市民活動団体の定義 

 協働のまちづくりを進める際のルール 



 

 

協働のまちづくりを推進するため、市では、市長を本部長とする推進本部を平成 27 年

10 月に設置し、市長主導の下、積極的に協働のまちづくりに取り組んでいます。また、

市民活動団体などの様々な主体と市のほか、庁内の課と課をつなぐ役割を担う市民協働推

進員を平成 27 年 10 月から各課に設置しています。なお、市民協働推進員の役割は、次の

とおりです。 

⑴ 市民、市職員などからの市民協働により行う事業の提案に対する調整 

⑵ 市民協働に関する研修会への参加 

⑶ 市民協働推進員同士の情報共有 

⑷ 市民協働に関する情報などの市職員への周知 

⑸ 市民協働の推進に関する各種調査の回答や取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわくに市民活動支援センターは、市民の自主的・主体的な社会貢献活動を支援し、市

民と行政との協働によるまちづくりを進めることを目的に、平成 12 年 10 月から岩国市中

央公民館３階に開設しています。いわくに市民活動支援センターの主な業務は、次のとお

りです。 

 市における協働のまちづくりの推進体制 

 いわくに市民活動支援センターによる市民活動団体の支援  

※市の推進本部体制 



⑴ 市民活動についての相談窓口 

⑵ 中間支援 

⑶ 活動団体相互のネットワークづくり 

⑷ 活動交流の場の提供 

⑸ 情報収集・発信機能 

⑹ 人材発掘・育成 

 

 

協働のまちづくりを進めるため、市では平成 27 年度から平成 34 年度までにおける協

働のまちづくり推進スケジュールを次のように策定しました。 

⑴ 制度設計 

平成 27 年度から庁内体制の整備を進めるとともに、平成 31 年度には制度を見直すな

ど、岩国市に適した協働のまちづくりを行えるよう制度の設計・改正・運営を行うとと

もに、協働意識の啓発を行います。 

⑵ 市民協働推進員 

平成 27 年度に市民協働推進員を各課に設置するとともに、職員の協働意識醸成等に

努めます。また、平成 28 年度からは、市職員が一丸となって協働のまちづくりを進め

るため、市民協働推進員を核として協働を促進します。 

⑶ テーマ型市民活動団体に対して 

平成 27 年度から平成 30 年度までの間、市民活動団体やＮＰＯの育成に努めるととも

に、平成 28 年度からは、テーマ型市民活動団体との協働事業を推進します。 

⑷ 地縁型市民活動団体に対して 

平成 27 年度から平成 30 年度までの間、地縁型市民活動団体が行う活動を支援すると

ともに、平成 28 年度からは地縁型市民活動団体との協働事業を推進します。 

 協働のまちづくり推進スケジュール 

本計画の詳細版は、市役所２階情報コーナーやいわくに市民活動支援センター、総合支

所、支所、出張所、図書館などに設置しています。また、市ホームページでも閲覧する

ことが可能です。 

※中期推進スケジュール 


